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本書の特長

令和元年改正会社法に完全対応！待望の改訂版発刊！

A5判／ 268 頁　定価：2,300 円 +税

●税理士がおさえておきたい会社
法の基礎知識や税理士業務にお
ける留意点を、Q&A形式で一
冊にまとめた実務ハンドブッ
ク！
●株主総会や取締役に関する規律
の見直し等、令和元年改正会社
法（令和3年3月施行）に則して
パッとつかめる！
●税理士業務に精通している現役
の弁護士による、信頼の解説！
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第❸章　取締役と取締役会 7372

役会議事録の閲覧・謄写には、裁判所の許可が必要になります（同条

第３項）。また、債権者も取締役や監査役等の役員の責任を追及するた

め必要があるときは、裁判所の許可を得て、取締役会議事録の閲覧ま

たは謄写を請求することができます（同条第４項）。

４　罰則
　取締役会議事録に記載すべき事項を記載しなかった場合や虚偽の記

載を行った場合、取締役等は、100万円以下の過料に処せられます（な

お、定款、株主名簿、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書、事業報告な

どの書類についても同様です）（会社法第976条第７号）。

　また、取締役会議事録の10年間の備え置きをしなかった場合も同様

に、100万円以下の過料に処せられます（同条第８号）。

税理士業務における留意点

　取締役会議事録を作成していなかったり、取締役会議事録に事実と
異なる記載をしていたり、あるいは、取締役会議事録を法定期間（10
年間）保管していなかったりする場合、単に会社法に違反している状
態になるというだけでなく、上記のように罰則の対象となりますので、
留意する必要があります。

（注） 　この推定規定により、取締役の責任を追及する者が、取締役が決議事項について賛
成したことを証明する必要はなくなり、責任を追及される取締役において、責任を免
れるために当該決議事項について反対したことを証明しなければならなくなります。

Q22
代表取締役の権限

Q　代表取締役の権限について教えてください。

A 　代表取締役は、会社の業務を執行し、対外的に
は会社を代表する権限を有します。代表取締役の
権限は、会社の業務に関する一切の裁判上または
裁判外の行為に及ぶ包括的なものになります。

１　業務執行、業務執行の決定および代表
　代表取締役は、会社の業務を執行し（会社法第363条第１項第１号）、

対外的には会社を代表する権限を有します。代表取締役の権限は、会

社の業務に関する一切の裁判上または裁判外の行為に及ぶ包括的なも

のです（会社法第349条第４項）。代表取締役が複数いる場合、各自が

会社を代表します。

　代表取締役の権限を定款や取締役会規則などの内規により制限する

ことは可能ですが、このような内部的な制限について善意の第三者に

対抗することはできません（同条第５項）。

　代表取締役は、取締役会からの委任が禁止される一定の重要な事項

（Ｑ19参照）に係る決定を除き、取締役会から委任を受けて、業務執行
の決定を行うことができます。日常的な業務執行（顧客との取引など）

第❷章　株主総会 4342

成に係る職務を行った取締役の氏名を内容として議事録が作成される

必要があります。

　なお、株主および債権者は、会社の営業時間内は、いつでも、株主総

会の議事録の閲覧または謄写の請求をすることができます（会社法第

318条第４項）。また、会社の親会社社員は、その権利を行使するため

必要があるときは、裁判所の許可を得て、株主総会の議事録の閲覧ま

たは謄写の請求をすることができます（同条第５項）。

　上記株主総会議事録の作成等に加え、登記事項（株式会社につき、

会社法第911条第３項各号）に変更が生じたときは、２週間以内に、そ

の本店所在地において、変更の登記をしなければならず（会社法第915

条第１項）、取締役等の重任の場合であっても同様です。登記を懈怠し

た場合、100万円以下の過料に処されることがあり得ますので、注意

が必要です。

税理士業務における留意点

　株主総会議事録は、法律で作成が義務付けられた重要なものです。
役員変更などの登記が必要な事項については、登記申請の義務がある
ことも含めて、押さえておきましょう。

Q15
株主総会運営に当たっ
ての留意点

Q 　株主総会の運営に当たって留意すべき点を教え
てください。

A 　株主総会決議の取消しの訴えの対象とならない
よう、株主総会に関する手続きの適法性について
留意すべきといえます。

　株主総会は、会社の所有者である株主によって構成され、会社の基

本的事項に関する意思決定機関ですので、個々の株主の意思が議決権

の行使という形で適切に株主総会決議に反映されなければなりませ

ん。そのため、株主の意思表明に影響を及ぼす手続き上の不備（瑕疵）

が認められる場合には、当該手続きの下での株主総会決議は当然に無

効とすべきとも考えられます。しかしながら、会社法は、およそ株主

総会と言い得る会議体が構成されなかった場合は格別、株主総会決議

が会社とその利害関係者との法律関係の基礎となることから、法的安

定性を確保するために、株主総会決議の瑕疵があったとしても当然に

無効とするのではなく、当該瑕疵の存在を理由に決議の効力を争う手

続きとして、株主総会決議の取消しの訴えの制度を定めています。し
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